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 小矢部運動公園体育施設条例（平成13年小矢部市条例第４号）（以下「条例」という。）第

３条の規定により、当該施設の管理を行う指定管理者を募集します。 

 

・指定管理者募集の目的 

 指定管理者制度は、市が設置した公の施設について、施設の設置目的を効果的に達成する

ため、民間事業者等を市が管理者に指定し、当該民間事業者等が有するノウハウを管理に活

用することにより、住民サービスの質の向上を図っていく制度です。 

 公の施設の指定管理者の指定に当たっては、価格競争による入札とは異なり、公共サービ

スの水準の確保の観点から公の施設の管理について、制度趣旨を踏まえた創意工夫のある提

案を行う民間事業者等を広く募集するものです。 

 

Ⅰ 施設概要に関する事項                            

 

１ 施設の名称 

  小矢部野球場 

小矢部陸上競技場 

小矢部庭球場 

 

２ 施設の所在地 

  小矢部野球場 

  小矢部市平桜字岡山750番地 

 

 小矢部陸上競技場・小矢部庭球場 

  小矢部市平桜字岡山200番地 

 

３ 施設の設置目的 

  小矢部運動公園体育施設は、市民のスポーツの振興に寄与するための施設です。 

 

４ 施設の概要 

  小矢部野球場 

 (1) 建物の構造 鉄筋コンクリート造 ２階建て 

 (2) 敷 地 面 積 14,920㎡ 

 (3) 施 設 内 容 球場（両翼92m、中堅120m）、本部室、ダッグアウト、選手控室、審判控 

室、便所、倉庫、スタンド、駐車場 

 

小矢部陸上競技場 

 (1) 建物の構造 鉄筋コンクリート造 ２階建て 

 (2) 敷 地 面 積 20,671㎡ 

 (3) 施 設 内 容 走路（400m×8コース）、フィールド（68m×100m）、事務室、会議室、 

         器具庫、便所、更衣室、トレーニングルーム、スタンド、駐車場 

 

小矢部庭球場 

 (1) 建物の構造 鉄筋コンクリート造 平屋建て 
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 (2) 敷 地 面 積 9,239㎡ 

 (3) 施 設 内 容 砂入り人工芝（８面）、事務室、器具庫、駐車場 

 

５ 設備・備品の内容 

(1) 設備 夜間照明施設 

 (2) 備品 詳細については、別紙２「備品一覧」を参照 

 

６ 利用状況・収入状況 

小矢部野球場 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

利用者数（人）    7,838    5,103      5,218      8,120 

利用料収入（円）  379,440   622,110    682,700    872,640 

 

小矢部陸上競技場 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

利用者数（人）    10,891     5,356     5,792      9,437 

利用料収入（円）   209,710   242,450   265,350    497,500 

 

小矢部庭球場 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

利用者数（人）     10,467      6,257      7,529      8,465 

利用料収入（円）  1,196,600  1,057,760  1,187,590  1,275,430 
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Ⅱ 管理業務に関する事項                            

 

１ 管理の基準 

 指定管理者は、小矢部運動公園体育施設の管理を行う際、小矢部運動公園体育施設の管理

に関する基本協定書の他、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244

条の2第4項に規定する管理の基準として次の全ての事項及び別紙２「管理業務仕様書」を遵

守しなければなりません。 

(1) 休業日及び開設時間 

小矢部運動公園体育施設を市民や来訪者等の利用に供する時間は次のとおりです。 

ア 休業日  小矢部野球場 毎週月曜日及び12月１日から翌年３月31日まで 

小矢部陸上競技場・小矢部庭球場 毎週月曜日及び12月１日から翌年３月

19日まで 

ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規

定する休日であるときは、その翌日を休業日とします。 

イ 開設時間 小矢部野球場・小矢部庭球場 午前９時から午後９時まで 

       小矢部陸上競技場 午前９時から午後５時まで（７月１日から８月31日ま

での期間については、午前９時から午後７時まで） 

・休業日及び開設時間の例外 

指定管理者が特別の理由があると認めたときは、教育委員会の承認を得て、開設時間を

変更し、又は臨時に休業することができます。 

 教育委員会が認めた場合に限り、開設日又は開設時間を拡充することができます。管理

基準の拡充を希望される場合は、その内容を提案してください。 

 ただし、その内容に伴う経費は、７に定める指定管理料に含まれます。 

(2) 関係法令の遵守 

指定管理者は、法の他次に掲げる法令、例規、その他関係法令の定めるところにより、

業務を実施しなければなりません。 

ア 小矢部運動公園体育施設条例、小矢部運動公園体育施設条例施行規則 

イ 小矢部市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例 

ウ 個人情報の保護に関する法律 

エ 小矢部市情報公開条例 

オ 消防法 

 

２ 指定管理期間 

 令和６年４月１日から令和11年３月31日まで 

 

３ 管理業務の範囲 

 指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとし、その詳細については別紙１「管理業務仕

様書」に定めるとおりします。 

(1) 小矢部運動公園体育施設の施設及び設備・備品の維持管理に関する業務 

  (2) 小矢部運動公園体育施設の施設予約システムに関する業務 

(3) 小矢部運動公園体育施設の利用の承認及び減免に関する業務 

(4) 小矢部運動公園体育施設の利用料金の徴収に関する業務 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 
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４ 自主事業 

 指定管理者は、施設の設置目的に合致し、かつ、管理業務の実施を妨げない範囲において、

あらかじめ市の承認を得た上で、自主事業を自己の責任及び費用負担において実施すること

ができます。 

(1)  自主事業の例 

  自主事業とは、指定管理者が施設内においてイベントや物販などを実施し、施設の条例

で定める使用料以外の料金を入場者から徴収することにより収入を得る事業をいいます。 

(2)  自主事業の提案 

 指定管理者の申請にあたり、自主事業を提案する場合は、自主事業計画書（様式第６

号）及び自主事業収支計画書（様式第７号）を提出して下さい。 

(3)  自主事業実施の留意点 

 指定管理者は、自主事業実施に当たっては、施設の優先利用はできないため、他の施設

利用者と公平な利用調整を図る必要があります。 

 

５ 従業員の配置 

 従業員の配置については、以下に示す体制を満たさなければなりません。 

(1)  開設時間中は、常時受付できる体制として小矢部陸上競技場及び小矢部庭球場に従業

員１人以上を配置すること。ただし、小矢部陸上競技場においては、競技用の専用機器

類が多いため、利用者に対して適切な指導を行える従業員を配置すること。 

(2) 「甲種防火管理者」の資格を有する者を１人配置すること。 

(3) （公財）日本スポーツ施設協会公認 スポーツ施設管理士等の施設管理に関わる資格を

有する者を１人配置することが望ましい。 

(4) 非常時に対応するため、休業日や夜間等の閉設時間帯の連絡体制等を明確にし、市に報

告すること。 

 

６ 利用料金 

(1) 小矢部運動公園体育施設は、法第244条の２第８項の規定に基づく利用料金制を採用し

ます。 

(2) 利用料金は、指定管理者が自己の収入として収受できます。 

(3) 小矢部運動公園体育施設の利用料金の額については、下記に示した額の範囲内で提案し

てください。 

 

小矢部野球場 

（単位：円） 

区分 利用料金 

ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂに利

用する場合 

一般 試合 有料の場合 １時間 5,070 

無料の場合 １時間 1,470 

練習 １時間 1,310 

児童及び

生徒 

試合 有料の場合 １時間 2,660 

無料の場合 １時間 840 

練習 １時間 740 

付属施設 放送及びスコアボード １試合 2,310 

照明施設 有料の場合 全灯 １時間 9,900 
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２／３灯 １時間 6,600 

無料の場合 全灯 １時間 4,950 

２／３灯 １時間 3,300 

ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂ以外

に利用する場合 

基本額 １時間 20,050 

付属施設 放送及びスコアボード 5,940 

照明施設 全灯 １時間 23,580 

２／３灯 １時間 15,720 

 

小矢部陸上競技場 

（単位：円） 

区分 利用料金 

ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂに利

用する場合 

一般 大会 有料の場合 １時間 20,390 

無料の場合 １時間 3,460 

練習 団体（15人以上の場合） １時間 2,060 

個人 １時間 130 

児童及び

生徒 

大会 有料の場合 １時間 12,360 

無料の場合 １時間 2,060 

練習 団体（15人以上の場合） １時間 1,030 

個人 １時間 70 

付属施設 放送設備 １時間 840 

照明施設 １時間 840 

写真判定機（大会のみ使用可） 利用料金に含まれる。 

ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂ以外に利用する場合 １時間 20,050 

 

小矢部庭球場 

（単位：円） 

区分 利用料金 

ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂに利

用する場合 

一般 大会 有料の場合 １面につき １時間 1,160 

無料の場合 １面につき １時間 740 

練習 個人 １面につき １時間 430 

児童及び

生徒 

大会 有料の場合 １面につき １時間 860 

無料の場合 １面につき １時間 580 

練習 個人 １面につき １時間 430 

付属施設 放送設備 １時間 800 

照明施設 １面につき １時間 800 

ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂ以外に利用する場合 １時間 19,120 

 

(4)「小矢部運動公園体育施設条例施行規則」及び教育委員会で定める減免要項に基づき利

用料金の減免を行うことができる。 

(5) 減免措置について、規則及び教育委員会の減免要項に明記されていない場合や疑義のあ 

 る場合、若しくは判断し難い場合は、教育委員会と協議のうえ対応する。 

(6) 令和６年４月１日から利用料金が改定されますが、令和６年３月31日までに利用承認を
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受けた利用については、改定前の利用料金が適用されます。 

 

７ 管理業務に要する経費と指定管理者の収入 

(1) 管理業務に要する経費 

 管理業務に要する経費は、市が支払う指定管理料及び利用料金をもって充てるものとし

ます。 

(2) 指定管理料及び利用料金の提案 

 申請にあたっては、指定管理料を提案してください。指定管理料の上限額は下記のとお

りです。 

 指定管理料の提案額は、指定管理期間における管理業務の支出総額から利用料金収入総

額を差し引いて算出してください。 

 

   指定管理料（５年分） １５５，６５１，０００円（以下「予定額」という。） 

（消費税及び地方消費税を含む。）              

(3) 指定管理料の提案額と修繕費の取扱 

 施設の修繕費は、市が別に定めますので、提案額には含めないでください。 

(4) 指定管理料の決定 

 市が指定管理者に支払う指定管理料は、指定管理者の指定後毎年度締結する年度別協定

書において、会計年度（４月１日から翌年３月31日まで）ごとに決定します。 

 会計年度ごとの指定管理料は、市の予算の範囲内で決定しますので、申請時に提案され

た指定管理料を下回ることがあります。 

(5) 指定管理料の精算 

 指定管理料が不足した場合、市は補填を行わず、指定管理料に余剰金が生じた場合、市

は返還を求めません。 

(6) 修繕費の精算 

 修繕費は、毎年度終了後の実績報告に基づき、基本協定に定める期間に精算を行いま

す。 

   精算の結果、余剰が生じた場合は市へ返納し、不足が生じた場合は市が不足額を支払い 

ます。 

 

８ 保険の加入 

(1) 市が加入する保険 

 市は、小矢部運動公園体育施設の管理に当たって、次の賠償責任保険に加入していま

す。 

 

 

 

 

(2) 管理業務実施と保険加入 

 指定管理者は、管理業務実施にあたり、自身の帰責事由により、市又は第三者に損害

が生じた場合、その損害を賠償しなければなりません。市が当該損害を当該第三者に賠償

したときには、市は指定管理者に求償する場合があります。 

 そのため、指定管理者において別途賠償責任保険等に加入する必要があります。この

身体賠償 
１人につき    １億円 

１事故につき   10億円 

財物賠償 １事故につき 2,000万円 
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場合の保険料は、経費として指定管理料から支出することができます。 

(3) 自主事業実施と保険加入 

 指定管理者は、自主事業を実施する場合、管理業務実施に係る保険と同等以上の保険

に加入する必要があります。この場合の保険料は，指定管理料から支出することはできま

せん。 

 

９ 事業報告書 

 指定管理者は、毎年５月末までに、前年度の管理業務について、市が定めた様式により次

の各号に掲げる事項を記載した事業報告書に自己の経営状況に関する書類を添えて提出しな

ければなりません。 

(1) 小矢部運動公園体育施設の業務の実施状況に関する事項 

(2) 小矢部運動公園体育施設の利用状況に関する事項 

(3) 小矢部運動公園体育施設の収入実績に関する事項 

(4) 小矢部運動公園体育施設の業務に係る経費状況に関する事項 

 

10 四半期毎の報告 

 指定管理者は、毎年度市が指定した期日までに、前記事業報告書の様式により、四半期毎

の報告書を甲に提出しなければなりません。 

 

11 市による指定の取消し等 

 市は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定管理者に対

し、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることが

あります。この場合において、指定管理者に損害、損失等が生じても、市はその賠償の責め

を負いません。 

(1) 倒産又は解散したとき。 

(2) 法第244条の２第10項の規定による報告の要求又は調査に対して、これに応じず、又は

虚偽の報告をし、若しくは正当な理由なく報告等を拒んだとき。 

(3) 法第244条の２第10項の規定による実地調査又は必要な指示に従わないとき。 

(4) 基本協定書の内容を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。 

(5) 管理業務の遂行に関し、関係法令、条例、規則又は本協定の条項に違反する行為があっ

たとき。 

(6) 本施設の募集要項に明示した申請の資格を失ったとき。 

(7) 指定管理者の指定の申請の際に提出した書類の内容等に虚偽があると判明したとき。 

(8) 本施設の管理業務の実施に際し、不正行為があったとき。 

(9) 本施設の管理業務の内容や水準が低下して管理業務を継続することが適当でないと認め

られるとき。 

(10) 経営状況の著しい悪化等により管理運営業務に重大な支障が生じたとき又は生じるお

それがあると認められるとき。 

(11) 市と小矢部警察署が締結した「公の施設の管理の業務からの暴力団排除に関する合意

書」の１に掲げる事項のいずれかに該当すると認められたとき。 

(12) 自らの責に帰すべき事由により、甲に対し指定解除の申出をしたとき。 

(13) その他指定管理者として管理業務を行わせることが適当でないと認められるとき。 
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12 指定管理者と市との責任分担 

 指定管理期間における市との責任分担は、以下のとおりとします。 

種類 内容 

負担者 

市 
指定 

管理者 

物価・金利変

動 

物価・金利の変動に伴う経費の増加又は収入の減少 
 〇 

資金調達 資金調達ができなくなったことによる管理業務の中断  〇 

税制変更 

消費税（地方消費税含む。）率等の変更 協議 

法人税（法人市民税含む。）率等の変更  〇 

上記以外で管理業務に影響を及ぼす税制変更 協議 

上記以外の税制変更  〇 

法令等変更 
管理業務に影響を及ぼす法令等の変更 協議 

上記以外の法令等の変更  〇 

需要変動 需要変動による収入の減少  〇 

第三者への賠

償 

指定管理者の故意又は過失により損害を与えた場合  〇 

上記以外に理由により損害を与えた場合 〇  

管理業務の内

容変更 

市の政策による経費の増加 〇  

指定管理者の提案による経費の増加 
 

〇 

（原則） 

内容により協議も可能 

管理業務の中

断 

指定管理者の管理瑕疵による中断  〇 

上記以外の理由による中断 協議 

不可抗力 

※１ 

不可抗力に伴う施設・設備等の復旧経費 〇  

不可抗力に伴う管理業務の中断 協議 

施設・設備等

の損傷、修繕 

※２ 

指定管理者の故意又は過失による損傷、修繕  〇 

指定管理者の故意又は過失によらない大規模修繕※２ 〇  

上記以外の修繕（年度別協定書に定める金額の範囲

内）  〇 

事業終了 指定期間終了時の原状回復に要する経費  〇 

業務引継ぎ 指定期間終了時の業務引継ぎに要する経費  〇 

※１ 不可抗力…地震、台風等の自然災害及び騒乱、テロ等の人災などをいう。 

※２ 大規模修繕…発注１件あたりの修繕金額（見込額）が50万円以上のものをいいます。 
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Ⅲ 申請、選定に関する事項                           

 

１ 申請の資格 

(1) 法人その他の団体であること。 

(2) 小矢部市内に事業所を有すること。 

(3) 法人その他の団体又はその代表権を有する者が次の者に該当しないこと。 

ア 公の施設の管理に係る契約を締結する能力を有しない者 

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は会社更生法若しくは民事再生法に基

づく更生若しくは再生手続中の者 

ウ 禁錮以上の刑に処せられ､その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの者 

エ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２項（同項を準用する場合

を含む。）の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されている者 

オ 市における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は公正な

価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

カ 法第244条の２第11項の規定により市又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を

取り消され、その取消の日から２年を経過しない者 

キ 市税を滞納している者 

ク 小矢部市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第６条の規定による

指定管理候補者として選定しない法人等 

ケ 当該施設の指定管理者選定委員会委員が経営又は運営に直接関与している団体 

(4) 法人その他の団体の経営に事実上参加している者及び指定管理業務に従事する者が次の

者に該当しないこと。 

ア 暴力団関係者であるもの 

イ 暴力団関係者を利用したもの 

ウ 暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を与えたもの 

エ 暴力団関係者との密接な交際関係又は社会的に非難される関係を有しているもの 

(5) 施設を管理するに当たって、管理に通常必要とされる次のような資格、免許等を有し、

又は外部委託等により資格者が確保できること。なお、施設・設備の状況により必要とし

ない場合は、この限りではない。 

 

２ 提出書類 

 申請にあたっては、以下の書類を提出してください。 

 提出部数は、正本1部、副本10部です。（(４)から(９)までの書類については、正本１部

で可）なお、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。 

(1) 指定管理者指定申請書（様式第１号） 

(2) 事業計画書（様式第２号） 

(3) 収支計画書（様式第３号） 

(4) 定款、寄付行為その他これらに準ずるもの、団体概要 

(5) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書 

(6) 申請する日の属する事業年度の直前３事業年度の事業報告書並びに財産目録、貸借対照

表及び損益計算書又は収支計算書 

(7) 申請する日の属する事業年度の事業計画及び損益の状況の見込み又は収支の見込みを明
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らかにした書類 

(8) 市税滞納有無調査承諾書（様式第４号） 

(9) 代表者等名簿（様式第５号） 

(10) 市長が必要と認める書類 

(11) 自主事業計画書（様式第６号） 

(12) 自主事業収支計画書（様式第７号） 

(13) 誓約書（様式第８号） 

 ＊複数の法人等でグループを構成して申請する場合 

・上記(４)から(９)については、構成する団体すべてについて提出すること。 

・その他「共同体構成員届」等の提出が必要となりますので、事前にお問い合わせください。 

 

３ 質問事項の受付 

 基本協定書（案）、募集要項、管理業務仕様書に関する質問を次のとおり受付します。 

(1) 受付期間 令和５年10月11日（水）から令和５年10月25日（水）まで 

(2) 受付方法 質問表（様式任意）により提出してください。 

(3) 受 付 先 小矢部市教育委員会文化スポーツ課（bunspo@city.oyabe.lg.jp） 

(4) 回答日等 令和５年11月１日（水）に市ウェブページ            

（URL：https://www.city.oyabe.toyama.jp/sangyobusiness/1002944/1002946.html） 

に質問及び回答を公表します。 

 

４ 申請期間 

 令和５年10月11日（水）から令和５年11月10日（金）まで 

 

５ 申請書類等提出先 

〒932－8611 小矢部市本町１番1号 

小矢部市教育委員会文化スポーツ課 担当 高橋 

TEL 0766－67－1760（内線557） 

   なお、申請書類等は、封入のうえ提出すること。 

 

６ 指定管理者への応募から協定締結までに要する経費 

 指定管理者への応募から協定締結までに要する経費は、すべて申請者の負担とします。 

 

７ 選定基準 

 次の選定基準に照らし、施設を効率的に管理できるかを審査し、採点を行います。なお、

事業計画書中の企画提案等について、原則プレゼンテーションを行ってもらいます。 

 

選定基準 内  容 配 点 

市民の平等な利用の確保 

 

市民の平等な利用の確保が図られているか 確保されてい

ない場合は、

選定しません 
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効用の最大限の発揮 【施設設置目的の達成】 

A 施設の管理運営方針が明確になっており、事業計

画の内容が、施設の設置目的の的確な理解に基づい

た具体的なものになっているか 

５ 

B 施設の保守点検等の維持管理業務が確実に行われ 

る計画になっているか 
５ 

C 安全管理対策が講じられているか ５ 

D 個人情報の確実な保護対策がとられているか ５ 

 【サービスの向上】 

E 利用者ニーズを把握し、質の高いサービス提供を

実現できる内容となっているか 

５ 

F 指定管理者が行う事業評価方策が、利用者の評

価・満足度を十分把握できる内容となっているか 
５ 

【利用の増加】 

G 利用者増のため、創意工夫に満ち、魅力的で質の

高い、かつ実現可能な企画提案がされているか 

５ 

H 地元や関係団体との連携や広報計画など、施設の

利用促進に向けて具体的な方策を有しているか 
５ 

計 ４０ 

効率的な管理 【施設に係る経費節減策】 

A 経費削減のための具体的かつ実現可能な提案を前

提とした提示額となっているか 

<算式> 

①最低提示額が、予定額（5(1)で示した額）の90％

（以下「基準額」という。）以上の場合 

得点=（予定額－申請額）/（予定額－基準額）×配点 

②最低提示額が、基準額未満の場合 

得点=（予定額－申請額）/（予定額－最低提示額）×

配点 

※最低提示額は、実現可能性のある提案のうち最低の

ものを用います 

 

３５ 

 

実現可能性の

ない提示額の

場合は、選定

しません 

計 ３５ 

施設の管理を適正かつ確

実に実施するための財産

的基礎及び人的構成 

【申請者の財政的基礎及び信用力】 

A 指定管理業務を安定確実に行える経営基盤を有し

ているか 

５ 

B 指定期間内の安定的な事業継続が可能な資金計画

となっているか 
５ 

【申請者の人的構成】 

C 施設の機能を十分に発揮した管理運営を実施でき

る組織体制、職員数、職員構成（資格、経験等）と

なっているか 

５ 



 

- 12 - 

D 防災・防犯及び災害・事故等緊急時の体制が確保

されているか 
５ 

E 職員の指導育成、研修体制は十分か ５ 

計 ２５ 

合 計 １００ 

 

８ 選定結果の公表等 

(1) 選定結果の公表内容 

  選定結果は、市ホームページにて公表します。なお、公表する項目は次のとおりです。 

   ア 指定管理者に管理を行わせる施設の名称 

   イ 申請者名等 

   ウ 指定の期間 

エ 選定基準 

オ 得点一覧 

 (2) 情報公開 

  小矢部市情報公開条例の規定により、申請関係書類の情報公開請求があった場合は、提出

書類のうち、指定申請書（様式第１号）、事業計画書（様式第２号）その他公開することが

適当と認められる書類を公開します。（小矢部市情報公開条例に規定する非公開情報を除き

ます。） 

申請関係書類の中に事業等のノウハウが記載されている等の理由で公開することが適当で

ない部分については、あらかじめその旨を申し出てください。（ただし、その部分が小矢部

市情報公開条例に規定する非公開情報に該当しないと判断した場合は、公開します。） 

 

９ 指定管理者の指定 

 議会の議決を経たうえで、指定管理者として指定します。 

 

10 協定の締結 

 指定管理者による小矢部運動公園体育施設の管理に係る細目的事項については、市と指定

管理者との間に次の２種類の協定書を締結する。 

(1) 基本協定書・・・指定期間を通じての基本的な事項を定めるもの（別紙のとおり） 

(2) 年度別協定書・・会計年度ごとの実施業務等に係る事項を定めるもの（別紙のとおり） 

 

11 スケジュール 

 10月11日～25日   質問の受付 

 11月１日           質問への回答 

 10月11日～11月10日 申請書の受付 

 （11月14日     プレゼンテーション） 

 11月中旬           審査結果の通知 

 12月議会      指定管理者の指定議案の議決 

 １月～       指定管理者との基本協定書に関する協議 

 ２月上旬      指定管理者の指定及び基本協定書の締結 

 ３月上旬      指定周知（市広報（３月号）、市ホームページ、ＣＡＴＶ） 
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 ３月下旬      年度別協定書の締結 

 ４月１日～     指定管理者による管理開始 

 

12 その他 

 (1) 一度提出された書類は、お返しできません。 

 (2) 申請書類の修正は、原則認めません。 

 (3) 指定管理者の指定に係る申請及び小矢部運動公園体育施設の管理運営にあたって、関係

法令等を遵守してください。 

 (4) 提出された書類等に事業等のノウハウが記載されている場合は、申請時に申し出てくだ

さい。 
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小矢部運動公園体育施設 管理業務仕様書 

 

 小矢部運動公園体育施設の指定管理者が行う管理業務の内容及びその範囲に

ついては、小矢部運動公園体育施設条例及び同条例施行規則に定めるもののほ

か、この仕様書による。 

 

Ⅰ 基本的事項                             

 

１ 基本的な考え方 

  円滑な運営及び適切な維持管理は、法令や条例等を遵守するとともに、併せ

て次の事項を遵守すること。 

(1) 施設設置の趣旨に則した管理運営を行うこと。 

(2) 公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特

定の個人、団体等に有利あるいは不利になる運営をしないこと。 

(3) 利用者の意見や要望を反映させるなど、利用者本位の運営を行うこと。 

(4) 効率的な運営及び施設・付属設備の保全に努め、運営費の節減に努めるこ

と。 

(5) 個人情報の保護を徹底すること。 

(6) 利用者の生命、財産を守るための必要な措置を講じ、利用者の事故防止に

努めるものとする。 

 (7) 災害時、緊急時に備えた危機管理を徹底すること。 

(8) 小矢部市の主催事業等と連携を図ること。 

(9) この仕様書に定める事項のほか、疑義が生じた場合は市の指示に従うも

のとする。 

 

２ 施設の概要 

 小矢部野球場 

 (1) 建物の構造 鉄筋コンクリート造 ２階建て 

 (2) 敷 地 面 積 14,920㎡ 

 (3) 施 設 内 容 球場（両翼92m、中堅120m）、本部室、ダッグアウト、選手控 

室、審判控室、便所、倉庫、スタンド、駐車場 

 

小矢部陸上競技場 

 (1) 建物の構造 鉄筋コンクリート造 ２階建て 

 (2) 敷 地 面 積 20,671㎡ 

 (3) 施 設 内 容 走路（400m×8 コース）、フィールド（68m×100m）、事務室、 

会議室、器具庫、便所、更衣室、トレーニングルーム、スタ 

ンド、駐車場 

別紙１ 
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小矢部庭球場 

 (1) 建物の構造 鉄筋コンクリート造 平屋建て 

 (2) 敷 地 面 積 9,239㎡ 

 (3) 施 設 内 容 砂入り人工芝（８面）、事務室、器具庫、駐車場 

 

３ 開設時間、休業日 

 開設時間及び休業日は、次のとおりとする。 

 ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、教育委員会の承認を

得て、開設時間を変更し、又は臨時に休業することができる。 

(1) 開設時間 小矢部野球場・小矢部庭球場 午前９時～午後９時 

小矢部陸上競技場 午前９時～午後５時（７月１日～８月31

日の期間については、午前９時～午後７時） 

(2) 休業日  小矢部野球場 毎週月曜日及び 12 月１日～翌年３月 31 日 

      小矢部陸上競技場・小矢部庭球場 毎週月曜日及び 12 月１日 

～翌年３月 19 日 

ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第

178号）に規定する休日であるときは、その翌日を休業日とし

ます。 

 

４ 従業員の配置 

 従業員の配置については、以下に示す体制を満たすこと。 

(1) 開設時間中は、常時受付できる体制として小矢部陸上競技場及び小矢部

庭球場に従業員１人以上を配置すること。ただし、小矢部陸上競技場にお

いては、競技用の専用機器類が多いため、利用者に対して適切な指導を行

える従業員を配置すること。 

 (2) 「甲種防火管理者」の資格を有する者を１人配置すること。 

 (3) （公財）日本スポーツ施設協会公認 スポーツ施設管理士等の施設管理に

関わる資格を有する者を１人配置することが望ましい。 

 (4) 非常時に対応するため、休業日や夜間等の閉設時間帯の連絡体制等を明

確にし、市に報告すること。 

 

５ 市と指定管理者のリスク分担 

 市と指定管理者とのリスク分担は、以下の表のとおりとする。表に記載のない

事項については、市と指定管理者で協議することとする。 
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種類 内容 

負担者 

市 
指定 

管理者 

物価・金利

変動 

物価・金利の変動に伴う経費の増加又は収

入の減少  〇 

資金調達 
資金調達ができなくなったことによる管

理業務の中断  〇 

税制変更 

消費税（地方消費税含む。）率等の変更 協議 

法人税（法人市民税含む。）率等の変更  〇 

上記以外で管理業務に影響を及ぼす税制

変更 協議 

上記以外の税制変更  〇 

法 令 等 変

更 

管理業務に影響を及ぼす法令等の変更 協議 

上記以外の法令等の変更  〇 

需要変動 需要変動による収入の減少  〇 

第 三 者 へ

の賠償 

指定管理者の故意又は過失により損害を

与えた場合  〇 

上記以外に理由により損害を与えた場合 〇  

管 理 業 務

の 内 容 変

更 

市の政策による経費の増加 〇  

指定管理者の提案による経費の増加 
 

〇 

（原則） 

内容により協議も可能 

管 理 業 務

の中断 

指定管理者の管理瑕疵による中断  〇 

上記以外の理由による中断 協議 

不可抗力 

※１ 

不可抗力に伴う施設・設備等の復旧経費 〇  

不可抗力に伴う管理業務の中断 協議 

施設・設備

等の損傷、

修繕 

※２ 

指定管理者の故意又は過失による損傷、修

繕  〇 

指定管理者の故意又は過失によらない大

規模修繕※２ 
〇  

上記以外の修繕（年度別協定書に定める金

額の範囲内）  〇 

事業終了 指定期間終了時の原状回復に要する経費  〇 

業 務 引 継

ぎ 

指定期間終了時の業務引継ぎに要する経

費  〇 

※１ 不可抗力…地震、台風等の自然災害及び騒乱、テロ等の人災などをいう。 

※２ 大規模修繕…発注１件あたりの修繕金額（見込額）が 50 万円以上のものをいう。 
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Ⅱ 管理業務                              

 

１ 施設の利用承認に関する業務 

 (1) 小矢部市施設予約システムの運用により、適正な予約管理を行うこと。 

 (2) 施設の利用申請受付及び利用承認等は、小矢部陸上競技場及び小矢部庭

球場においてそれぞれ行うこと。また、野球場の利用申請受付及び利用承認

等については、陸上競技場において行うこと。 

(3) 利用者が予約しやすいように配慮し、一定の団体や個人等に偏ることが 

ないように利用を希望する者が平等に利用できるように努めること。予約 

状況について正確に把握し、トラブル等が発生しないように留意すること。 

  (4) 次年度開催の大会等について、年度開始前に調整会議を開催し、利用希望

の取りまとめや割り振り、周知等の事務をすること。 

  (5) 受付の手続きは、利用申請を受理後、審査を行い、適当と認めたときは、

利用承認を行う。施設を引き続き 10 日以上利用する者に対しての承認につ

いては、教育委員会と協議のうえ対応する。 

  (6) 利用承認した申請については、利用料金を徴収する。 

  (7) 施設の開設時間中は、受付及び施設の利用の問い合わせに対応すること。 

  (8) 要望や苦情、トラブル等は迅速、適切に処理するとともに、重要なものは 

教育委員会に速やかに報告すること。 

 

２ 施設の維持管理に関する業務 

 (1) 保守点検等 

  敷地内に存する全ての施設・設備等の専門的な保守点検等について、以下の

とおり実施すること。 

  ア 自家用電気工作物の保安管理業務 

項目 内容 

業務内容 自家用電気工作物の年次点検 

点検回数 年１回 

点検時期 ７月 

特記事項 小矢部運動公園内 

   

イ 消防用設備等保守点検業務 

項目 内容 

業務内容 総合点検、機器点検 

点検回数 年２回 

点検時期 ９月、２月 

特記事項 小矢部野球場、小矢部陸上競技場、小矢部庭球場 
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ウ 浄化槽保守点検業務 

   項目 内容 

業務内容 浄化槽の保守点検及び清掃 

点検回数 点検 年 20 回（陸上競技場付近）、年４回（庭球

場付近）、清掃 年１回 

特記事項 小矢部運動公園内２か所 

 

エ 電子機器・備品保守点検業務 

   項目 内容 

業務内容 競技用電子機器・備品の点検 

点検回数 年１回 

点検時期 ４月 

特記事項 小矢部陸上競技場 

 

オ スコアボード保守点検業務 

   項目 内容 

業務内容 スコアボードの点検 

点検回数 年１回 

点検時期 ３月 

特記事項 小矢部野球場 

 

カ 機械警備業務 

   項目 内容 

業務内容 施設の機械警備 

点検回数 なし 

点検時期 なし 

特記事項 小矢部陸上競技場 

 

 (2) 清掃等 

  施設利用者が快適に利用できるよう、施設・設備等の性能又は機能を維持す

るため、次のとおり日常清掃、定期清掃等を行うこと。 

  また、ゴミについては、適切に分別・梱包し、処理すること。 

内容 周期/頻度 

施設の清掃 週６回以上 

スタンド清掃（野球場・陸上競技場） 月１回以上 

内野グラウンド整地（野球場） 週１回以上 

グラウンド散水（野球場） 適宜 
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ウレタン清掃（陸上競技場） ２年に１回以上（令和６年実施） 

ワックス塗布（陸上競技場・庭球場） ３年に１回以上（令和６年実施） 

不陸整正（野球場） ３年に１回以上（令和６年実施） 

敷地内の清掃 週６回以上 

敷地内の除草及び溝清掃 月１回以上 

芝生管理（芝刈り、施肥、目土入、

殺虫殺菌、除草剤散布、除草、灌水、

根切、バーチカル、エアレーション、

捕植等） 

適宜 

中低木管理（施肥、剪定、防除） 年１回以上 

千本桜管理（防除、施肥） 年２回以上 

芝生緑陰園地、園路植栽管理（施肥、

剪定、防除、除草、灌水） 

年２回以上 

雪吊り 年１回以上 

松（防除、枯木撤去、薬液注入） 年１回以上 

 

 (3) 日常点検 

  ア 施設・設備等の性能又は機能を維持するため、別に定める「公共施設点

検マニュアル」に基づき、毎月１回、日常点検を行うこと。 

  イ 点検結果については、速やかに市に提出するとともに、施設・設備等に

不具合を発見した場合は、適切な対応を図り、施設利用者の安全を確保す

ること。 

 (4) 修繕 

  ア 施設・設備等の修繕については、別に締結する「年度別協定書」に定め

る金額の範囲内で行うこと。 

  イ 修繕の実施にあたっては、事前に市と協議すること。 

  (5)備品等 

  ア 小矢部市は、現在、小矢部運動公園体育施設にある市所有の備品等につ

いて、指定管理者に無償で貸与する。 

  イ 指定管理者が指定管理料により購入した物品は小矢部市に帰属する。 

  ウ 指定管理者は、小矢部市の所有に属する物品については、小矢部市財

産に関する規則及び関係例規の管理の原則及び分類に基づいて管理する

ものとする。また、指定管理者は同規則に定められた備品台帳を備え

て、その管理にかかる物品を整理し、購入及び廃棄等について小矢部市

と協議して行うものとする。 

 (6) その他 

  ア 施設の冬季休業期間においても、施設の適切な維持管理のために次に
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掲げる業務を行うものとする。 

〇施設の損傷確認（雨漏り等） 

〇運動公園内屋外トイレ、駐車場の清掃      

〇水道メーター、水道管の確認                 

〇冬季休業前に野球場放送室のパソコンを陸上競技場事務室に移動  

〇郵便物の転送届（郵便局へ提出） 

〇陸上競技場は、日本陸上競技連盟第３種公認の施設であることから、当

該施設及び備品の維持管理には特に留意するとともに、利用者にも適

正な利用を指導するものとする。  

     ※トイレ・駐車場の清掃、水道メーター・水道管の確認に関して、冬季休

業中においても週１回確認すること（積雪により確認出来ない場合は除

く）。 

  イ 県、小矢部市から依頼のあった広報物、チラシについてはパンフレット

スタンド等に配置するとともに、ポスターについては掲示板に掲示する

こと。 

  ウ 小矢部運動公園体育施設の当日の利用状況を表示するため、利用案内

板等の管理を行うこと。 

  エ 小矢部運動公園体育施設宛てに配達される郵便等の受付を行うこと。 

 

３ 再委託等の禁止 

 (1) 指定管理者は、管理業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わ

すことはできないものとする。ただし、事前に市の書面による承諾を受けた

ときは、管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる

ものとする。 

(2) 指定管理者が管理業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて指定

管理者の責任及び費用負担において行うこととし、管理業務に関して指定

管理者が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び追加

費用は、すべて指定管理者の負担となる。 

 

４ 施設利用料の徴収に関する業務 

(1) 利用料金については、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の 

２第８項に定める制度を採用するため、利用料金は指定管理者の収入とす 

る。 

 (2) 利用料金は、小矢部運動公園体育施設条例に定める金額とする。 

 (3) 利用者が申請手続きをした際支払うこととする。 

  (4) 基本的には、既納の利用料金は還付しない。教育委員会が相当の理由があ 

  ると認めた場合はこの限りではない。 
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５ 施設利用料の減免に関する業務 

(1)「小矢部運動公園体育施設条例施行規則」及び教育委員会で定める減免要  

項に基づき利用料金の減免を行うことができる。 

 (2) 減免措置について、規則及び教育委員会の減免要項に明記されていない 

場合や疑義のある場合、若しくは判断し難い場合は、教育委員会と協議のう

え対応する。 

  

６ 区分経理 

 (1) 区分経理を行うにあたっては、管理業務及び自主事業それぞれについて、

固有の銀行口座を設けるとともに、別の帳簿を作成すること。ただし、市が

認めた場合はこの限りでない。 

 (2) 前項のほか、区分経理の詳細については、市と指定管理者の協議により決

定する。 

 

７ 業務報告書等の作成 

(1) 管理業務を遂行したときは、業務日報等により業務実施内容を記録し、市

から提出を求められた際には、すぐに提出できるよう保管すること。 

 (2) 基本協定書に規定する事業報告書及び四半期毎の報告書を作成し、所定

の期日までに市に提出すること。 

 (3) 管理業務を遂行するうえで作成し、又は取得した書類等は、適正に管理

し、５年間保存すること。 

 

８ 利用状況の把握 

(1) 貸館施設の利用状況を把握するため、別に示す「公共施設稼働率調査」に

基づき、利用者数、稼働率等の調査を行うこと。 

(2) 調査結果については、指定する期日までに市に提出すること。 

 

９ 業務の引継ぎ等 

 (1) 指定期間の終了等に伴う業務の引継ぎにあたっては、市及び市が指定す

る者に対して、行うこと。 

 (2) 引継ぎの具体的な項目については、別に定める。 

   ・利用状況の確認（予約状況） 

   ・施設利用料の確認（４月以降の利用分に係る既収入分、現金確認） 

   ・保守点検等の執行状況（未執行がないか） 

・不具合箇所の確認（保守点検等による不具合報告の有無） 

   ・備品の確認（数量、劣化度合い） 

10 その他 

 (1) 事故の報告 
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   施設の管理時において、事故、事件等が発生したときは、直ちに市に連絡

するとともに、遅滞なくその状況を書面にて報告すること。 

 (2) 暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務 

  管理業務の実施に当たって、暴力団員等（小矢部市暴力団排除条例第２条

第３号に規定する暴力団員等をいう。）による不当若しくは違法な要求又は

不当な介入行為を受けたときは、直ちに市に連絡するとともに、遅滞なくそ

の状況を書面にて報告すること。 

(3) 保険への加入 

  指定管理者は、施設賠償責任保険に加入したときは、当該保険に係る証券

の写しその他の加入内容を証する書面を、速やかに市に提出すること。 
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Ⅲ 自主事業                              

 

１ 自主事業の実施 

(1) 指定管理者は、基本協定書の規定に基づき、本施設の設置目的に合致し、

かつ、管理業務の実施を妨げない範囲において、あらかじめ市の承認を得

た上で、自主事業を実施できるものとする。 

(2) 自主事業の実施にあたり、他の施設利用希望者と公平な利用調整を図る

ものとする。 

(3) 自主事業の性質、内容等によっては、市有財産使用の許可を得る必要が

ある。 

(4) 指定管理者は、指定管理者指定申請にあたり提案した自主事業について、

自己の責任及び費用により実施しなければならない。 

 

２ 事業計画書及び事業報告書の提出 

 (1) 指定管理者は自主事業を実施する場合、市が指定する期日までに、翌年度

の事業計画書及び収支計画書を提出するものとする。 

 (2) 指定管理者は自主事業を実施した場合、市が指定する期日までに、当該年

度の事業報告書及び収支実績書を提出するものとする。 

 

３ 再委託等の禁止 

 (1) 指定管理者は、自主事業の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わ

すことはできないものとする。ただし、事前に市の書面による承諾を受けた

ときは、自主事業の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる

ものとする。 

(2) 指定管理者が自主事業の一部を第三者に実施させる場合は、すべて指定

管理者の責任及び費用負担において行うこととし、自主事業に関して指定

管理者が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び追加

費用は、すべて指定管理者の負担となる。 

 

４ 自主事業の区分経理 

 指定管理者は、自主事業実施に当たっては、管理業務と区分した別の帳簿

を作成し、会計単位を分ける区分経理を実施するものとする。 

 

５ 自主事業実施に伴う保険加入 

 指定管理者は、自主事業の実施に当たり、基本協定第 32 条の規定に準じ、

指定管理者特約条項等を付帯した施設賠償責任保険等に加入するものとする。 
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６ 自動販売機の設置 

指定管理者は、小矢部運動公園体育施設内に自動販売機を「自主事業」とし

て設置することができるものとする。 

(1) 事業計画の提出 

設置しようとするときは、事前に事業計画書を市に提出し、市の承認を得

るものとする。 

(2) 目的外使用許可の申請と使用料 

  上記(1)の承認を得た場合、指定管理者は、市有財産使用申請書を市に提

出するものとする。市は、「小矢部市行政財産の使用料に関する条例」に基

づく使用料及び電気料等の負担割合を指定管理者に通知するものとする。 

 (3) 自動販売機設置事業者の選定 

指定管理者は、自動販売機設置事業者の選定に当たっては、原則、公募に

より行うものとする。 

 

 





別紙２

品名 数量 品番

1 事務机 4

2 会議机 22

3 会議用テーブル 4

4 肘あり回転椅子 1

5 肘なし回転椅子 2

6 野外ベンチ 9

7 応接セット椅子 3

8 折りたたみ椅子 71

9 パイプ椅子 20

10 ロビーチェアー 2

11 診察椅子 1

12 待合ベンチ 1

13 電話機 1

14 電話台 4

15 演台 2

16 応接テーブル 1

17 コンビー書棚 1

18 ユニット保管庫 2

19 深型保管庫 1

20 引違書庫 1

21 シエルビング 5

22 整理棚 1

23 吊戸棚 1

24 キャビネット（ガラス戸） 1

25 ロッカー 10

26 掃除用ロッカー 1

27 シューズボックス 2

28 クリーンロッカー 5

29 キーケース 1

30 かさ立て 5

31 つい立て 2

32 コートハンガー 1

33 ホワイトボード 2

34 片面黒板 1

35 案内板 3

36 スモーキングスタンド 1

37 ホース（リール・ノズル付き） 2

38 テント 3

39 脚立 1

40 パンフレットスタンド 1

小矢部運動公園　備品一覧



品名 数量 品番

41 砂場防じんカバー 2

42 深型保管庫 2

43 パーソナルコンピューター 2 Vostro3681

44 ディスプレー 2 JDH241DB

45 巻尺 12

46 風向・風速計 4

47 風力速報表示器 2

48 ストップウオッチ1/100 43

49 走幅跳・三段跳距離測定器 1

50 ファクシミリ 1 TF-37

51 スターター用拡声装置 1

52 ビジネスキッチン 1

53 手洗い台 1

54 ガス台 1

55 ステンレスポット 1

56 台車 6

57 担架 1

58 一般バット 1

59 診察台 1

60 スターティングブロック 1

61 サッカーゴール 5

62 ライン引器 2

63 テニスコートベンチ 8

64 テニスネット 11

65 テニス審判台 11

66 テニス得点板 8

67 10㎏衝器 1

68 3000mS.C移動障害物 1

69 3000mS.C障害物用縁石 1

70 3000m障害水留用ハードル 1

71 オーブンコーナーラップ標識旗 5

72 コースナンバー標識 2

73 トラック競技速報表示器 1

74 ハードル 95

75 ハードル小学校用 40

76 ハードル運搬車 7

77 バー上げ器 1

78 ハンマー 24

79 ハンマー吊台 1

80 フィールド順位表示器 2

81 フィールド成績表示器 2

82 雨天記録装置覆い 3

83 運搬車（走高跳用） 1

84 運搬車（棒高跳用） 2

85 円盤（一般男子） 14



品名 数量 品番

86 円盤（高校男子） 20

87 円盤・ハンマー兼用サークル 2

88 円盤 8

89 円盤・ハンマー投用囲い 1

90 円盤置台 1

91 記録標識 1

92 決勝審判台 1

93 周回表示器 1

94 水留用ハードル造花 1

95 槍（女子用） 15

96 槍（男子用） 15

97 槍立て台 1

98 走高跳用バー 7

99 走高跳用マット 1

100 走高跳用高度計 2

101 走高跳用支柱及びバー止め 3

102 走高跳用支柱 1

103 走幅・三段跳用距離標識 2

104 足留材 2

105 投てき距離標識 1

106 踏切取替用工具 1

107 踏切板 8

108 踏切板標識 2

109 反則告知板 1

110 砲丸（砲金） 11

111 砲丸（鉄製） 16

112 砲丸置台 1

113 棒高跳用バー 6

114 棒高跳用マット 2

115 棒高跳用高度計 2

116 棒高跳用支柱及びバー止め 2

117 棒高支柱ベース前部移動防止具 2

118 棒高支柱保護カバー 2

119 スターター台 3

120 スターティングブロック 20

121 防滴メガホン 3

122 ターボジャブⅦ 3

123 円盤（女子用） 10

124 小型交流無停電電源装置 1

125 決勝柱 2

126 決勝柱毛糸巻取器 2

127 レーザープリンター 2

128 ワンタッチテント 2

129 テレビ 1 TH-21FA8

130 AED 1



品名 数量 品番

131 シュレッダー 1

132 吸水ローラー 1

133 コードレス掃除機 2

134 転圧機 1

135 スポーツトラクタ 1

136 空気清浄機 1

137 ブレイクラインマーカー 1

138 フィールド成績表示器 1

139 コートブラシ 5

140 草刈機 3


